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✚シリーズ解説✚ わが国の食品ロス・廃棄の現状と対策 第15回

　
●１．はじめに●
　期限表示，すなわち消費期限および賞味期限の
表示は，全表示事項の中でも，消費者が食品を購
入する際に，参考にする度合いが強く関心も高い。
　特に，消費期限表示は安全性確保に関する情報
源として，また賞味期限表示は可食期間にもかか
わらず廃棄により食品ロスや食料自給率の低下に
も影響する点で重要な位置づけとなっている。
　平成27年４月から，期限表示も含め食品表示
に関する新たな法律である食品表示法が施行された。
　一方，食品の表示は，主として消費者が日常生
活の中で活用することにより，制度の実効性につ
ながるものである。従って，食品表示制度や個別
ルールに対して正しい理解が求められるが，これ
らの対策は，食育政策の一環としても重要であり，
平成28年３月に策定された第３次食育推進基本
計画にも重要な位置づけとして示されている。
　本稿は，期限表示について，制度の現状と活用
主体である消費者の対応について概説するもので
ある。
　●２．期限表示の法的位置づけ●
　平成25年６月に食品表示法が制定された。
　同法の制定は，我が国食品表示制度の歴史上大
きなトピックといえる。

　すなわち，同法は，平成21年９月の消費者庁
の設立により，食品表示に関する法令に基づく表
示基準の策定事務を同庁が一元的に所管すること
となったことを契機に，それまでの食品衛生法，
農林物資の規格化および品質表示の適正化に関す
る法律（JAS 法，現行の「農林物資の規格化等に
関する法律」）および健康増進法３つの法律のうち
食品表示に関する部分を一元化したものである。
このことにより，いずれも昭和20年代に制定さ
れた３法は，60年以上を経て，各々食品表示に関
する部分が削除されることとなる大改正となった。
　食品表示法の目的は，食品を摂取する際の安全
性の確保と自主的かつ合理的な食品選択機会確保
の２点のために，基準（食品表示基準）を策定す
るなど必要な事項を定め，適正を確保することに
ある（食品表示法第１条）。すなわち，表示事項は，
安全性確保に関するものと消費者の選択機会の確
保に関する事項に大別される。
　また，食品表示基準に関しては，「名称」から始
まり，「アレルゲン（食物アレルギーの原因となる
物質をいう）」「保存の方法」に続いて，「消費期限
（食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限を
いう）」という安全性確保に関する表示事項を優
先した順番で例示として規定されている（食品表
示法第４条）。ちなみに，同条では，「消費期限」

食品の期限表示制度と消費者の対応について
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食品高圧加工の最新動向❖シリーズ解説❖ 第11回

　◆１．はじめに◆
　食品の殺菌・加工方法として，太古から現在に
至るまで最も利用されているのは，加熱を利用し
た方法である。しかし，加熱は栄養分の損失，香
気成分の消失や異臭の発生，大量のエネルギー消
費など，様々な課題も抱える。これらの課題を解
決する方法として，近年，超高圧を利用した殺
菌・加工方法が注目されている。

　◆２．超高圧処理◆
　超高圧を利用した殺菌・加工方法は，超高圧処
理と 呼ばれ る。英語圏では High Pressure 
Processing，略してHPPと呼ぶのが一般的である。
　超高圧処理は，対象となる食品をセットした圧
力容器中に，実用レベルとしては最大600MPaの
水圧を発生させることで，食品に対し静水圧をか
け，微生物を死滅させたり，タンパク質や澱

でんぷん

粉の
変性を起こさせたりすることが可能である。熱処
理が化学変化を引き起こして殺菌や加工を行うの
とは異なり，超高圧処理は物理的作用であり，ビ
タミン等の栄養素や香気成分にはほとんど影響が
ない。また，圧力は加熱に比べ，処理に要する消
費エネルギーが非常に小さい。さらに，静水圧効
果により，食品の形状や部位にかかわらず圧力が

均一に適用されるため，均質な製品を作ることが
できる。
　超高圧処理に関する研究が1980年代に始まる
と，こうしたメリットが注目され，日本の食品業
界に一大ブームを巻き起こした。1990年代初頭
には世界初の超高圧製品として日本でジャム製品
が販売され，その後，高い糊

こ か

化度や栄養価を特長
とする米飯製品などの商品化が続いた。しかし，
食品衛生法により加熱が実質的に必須な食品が多
いことや，超高圧処理単体では芽胞形成菌のよう
な耐圧性を持った一部の微生物には効果が不十分
で，常温流通が難しいことがわかると，徐々にブ
ームは去っていった。
　一方，米国では1990年代後半より，加熱で変
質しやすく流通の難しかったアボカドペーストの
殺菌や，ハム・ソーセージ等の肉製品の加工・包
装後の二次殺菌目的で超高圧処理が利用され始め，
食品業界に広く認知されるようになっていった。
米国ではFDAやUSDAにより５logの減菌が可能
な非加熱殺菌方法として正式に承認されたことで，
ジュースやベビーフードにまで応用範囲が広がり
つつある。
　こうした状況の中，日本でもここ数年，添加物
類を使用しない自然食品やおいしさを追求したプ
レミアム食品の人気が高まるにつれ，再び超高圧

横型超高圧処理装置FOOD FRESHERの
商品化とテスト・受託処理対応
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１．食の安全・安心を脅かす事件
　平成28年１月，カレーチェーン店が異物混入
のため廃棄処分としたビーフカツが，廃棄処分さ
れずに横流しされ，スーパー等で販売される事件
が発覚した。また，昨年末には大手ハンバーガー
チェーンの異物混入など，食の安全・安心を脅か
す事件が報道されている。こうした事件に関連し
て保健所にも，様々な調査があるが，これらの事
件を整理すると第１表のように大きく６つに大別
される。
　マスコミ等で大きく報道される事件もあるが，
「毒物混入による犯罪」と「健康被害のある食品」
以外については，ほとんど健康被害がないのが実
態である。毒物混入事件については，犯人が故意
に混入していることから，保健所は製品の回収等
には関与するが，混入原因等については犯罪とし

て警察が介入すべき事件となる。健康被害のある
食品としては，食中毒はもちろん，アレルギー物
質の表記が欠落した食品やガラスや金属など明ら
かに健康危害が考えられる異物混入などがあげら
れる。

　２．食中毒の実態
　第２表に過去５年間の国内での食中毒発生状況
を示した。発生数では，ノロウイルス，カンピロ
バクターが多く，約３割を占めている。患者数は
圧倒的にノロウイルスによるものが多く，約６割
を占めている。１事件当たりの患者数を見ると，
ノロウイルス35名 /件に比較してカンピロバクタ
ー７名 /件となり，１事件当たりの患者数がノロウ
イルスは多いが，カンピロバクターは比較的少な
いことが分かる。事件当たりの患者数を見ると，
ウェルシュ菌や病原大腸菌によるものも患者数が

多い傾向が読み取れる。逆に，サバ等に
寄生しているアニサキスでは，患者一人
の事件が多いことが分かる。アニサキス
の事件では，サバ寿司や刺身を食べて発
症し，救急病院に搬送されて胃カメラで
寄生虫を排除したことにより食中毒であ
ることが判明する事件がほとんどである。
アニサキスについては，卵がオキアミ等
に捕食され小魚を経由して最終的にはイ

保健所における食中毒調査の実態と
カンピロバクター

● 特別解説 ●
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第１表　食の安全・安心を脅かす事件

分　類 事件例
 毒物混入による犯罪  中国産冷凍餃子，農薬入り清涼飲料水など
 嘘つきの詐欺事件  産地偽装，原材料偽装，廃棄物販売など
 衛生管理不良な事件  加熱不足，使用水の管理不良，包装不良など
 規格基準に不適合  大腸菌検出，違反添加物，農薬の残留など
 何となく不安な食品  遺伝子組み換え食品，放射線照射食品など
 健康被害のある食品  食中毒，食物アレルギー，異物混入など


